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何のマークかわかりますか？ 解説は表紙の裏面です。

ともに生きよう！ みんなで支えあう住みよいまち“尾張旭”

尾張旭市 健康福祉部 福祉課



○ 表紙のマークについて（解説）

上記のほかにこのようなマークもあります。

ほじょ犬マーク

身体障がい者補助

犬（盲導犬、介助犬、

聴導犬）同伴の啓発の

ためのマーク

ハートプラスマーク

「身体内部に障が

いのある人」を表す

マーク

耳マーク

聞こえが不自由な

ことを表す、国内で

使用されているマー

ク

盲人のための

国際シンボルマーク

視覚障がい者の安

全やバリアフリーに

考慮された建物など

に付けられるマーク

聴覚障害者標識

聴覚に障がいの

ある方が運転する車

に表示するマーク

オストメイトマーク

人工肛門・人工膀

胱を造設されている

かたのための設備が

あることを示すマー

ク

障害者雇用支援マーク

障がい者の在宅障

害者就労支援、並びに

障害者就労支援を認

めた企業、団体に対し

て付与する認証マー

ク

身体障害者標識

（障がい者マーク）

肢体不自由が免許

の条件である方の車

に表示するマーク

障害者のための

国際シンボルマーク

障がい者が容易に

利用できる施設であ

ることを示すマーク

手話マーク

「手話で対応をお願

いします」または「手

話で対応します」を表

すマーク

筆談マーク

「筆談で対応をお

願いします」または

「筆談で対応しま

す」を表すマーク
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Ⅰ 手 帳

各種の福祉サービスを受けるため、障がいのあることを証明する手帳が交付されますが、

その手続きは次のとおりです。窓口は市役所福祉課です。

１ 身体障害者手帳

視覚、聴覚又は平衡、音声・言語又はそしゃく、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、

ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、免疫機能に障がいがあるため、日常生活に制限をうけて

いる方に対し交付される手帳です。

★申請に必要な書類等

① 身体障害者手帳交付申請書（用紙は福祉課にあります）

② 指定医師の意見を付した診断書（用紙は福祉課にあります）

③ 写真（手帳貼付用：上半身 縦４㎝×横３㎝、原則、撮影から１年以内のもの）

④ 個人番号カードまたは個人番号通知カード(注)

２ 療 育 手 帳

愛知県中央児童・障害者相談センターにおいて知的障がいと判定された方に対し交付さ

れる手帳です。

★申請に必要な書類等

① 療育手帳交付申請書（用紙は福祉課にあります）

② 写真（手帳貼付用：上半身 縦４㎝×横３㎝）

③ 個人番号カードまたは個人番号通知カード(注)

＜交付＞ ＜送付＞

本 人

(保護者)

＜★申請＞

→

←

＜交付＞

市福祉事務所

（福祉課）

＜送付＞

→

←

＜送付＞

愛知県中央児童・障害者

相談センター

＜判定・発行＞

↑
＜診断書＞

指定医師

本 人

(保護者)

＜★申請＞

→

←

市福祉事務所

（福祉課）

＜送付＞

→

←

愛知県中央児童・障害者

相談センター

＜判定・発行＞
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３ 精神障害者保健福祉手帳

精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に対し交付される

手帳です。

手帳の有効期限は２年です。２年ごとに障がいの状態を再確認し、更新が必要です。

★申請に必要な書類等

① 精神障害者保健福祉手帳交付申請書（用紙は福祉課にあります）

② 精神障害者保健福祉手帳用診断書（用紙は福祉課にあります）

もしくは、障害年金の年金証書の写しと年金支払通知書、同意書（同意書の用紙は福祉課

にあります）

③ 写真（手帳貼付用：上半身、脱帽、背景なし 縦４㎝×横３㎝）

④ 個人番号カードまたは個人番号通知カード(注)

(注) 個人番号通知カードの場合は、本人確認書類が必要となります。

① 運転免許証、障がい者手帳など写真表示があるもの・・・いずれか１点

② 健康保険証、年金手帳など写真表示のないもの・・・・・いずれか２点

４ 手帳取得後の届出義務等

次のような異動等があった場合は、届出、申請が必要です。（窓口は福祉課）

① 住所又は氏名が変わったとき

② 障がいの程度、内容が変わったとき

③ 手帳を破損、紛失したとき

④ 死亡したとき、障がい者に該当しなくなったとき

⑤ 再認定（身体障害者手帳）、再判定（療育手帳）、更新（精神障害者保健福祉手帳）

の必要があるとき

⑥ 手帳の写真を、今の写真に変えたいとき

本 人

＜★申請＞

→

←

＜交付＞

市福祉事務所

（福祉課）

＜送付＞

→

←

＜送付＞

愛知県精神保健福祉センター

＜判定・発行＞

↑

＜診断書＞
医 師
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Ⅱ 手当・年金・扶養共済制度

名 称 対 象 者 等 支給額(令和6年度)

特別障害者手当

（国制度）

＜手続先⇒福祉課＞

障害児福祉手当

（国制度）

＜手続先⇒福祉課＞

20歳以上で著しい重度の障がいがあり、日常生活に

おいて常時特別の介護を必要とするかた。

※ 3か月以上の長期入院者を除く。

20歳未満で著しい重度の障がいがあり、日常生活に

おいて常時介護を必要とするかた（児童の障がいを

理由とする公的年金を受給できる場合を除く。）

（上記手当の共通事項について）

※ 施設入所者を除く

※ 所得制限及び併給制限あり

※ 支給月は、年４回です。（各回10日振込）

2月（11月分、12月分、 1月分）

5月（ 2月分、 3月分、 4月分）

8月（ 5月分、 6月分、 7月分）

11月（ 8月分、 9月分、10月分）

月 28,840円

月 15,690円

※障がいの程度、重複等

の状況により、1,050円～

6,900 円の加算がありま

す。（県制度）

在宅重度障害者手当

（県制度）

＜手続先⇒福祉課＞

在宅の重度身体障がい者(1､2級)、重度知的障

がい者(A判定:IQ35以下)及び身体障害者手帳

の3級を持つ中度知的障害者(B判定)

※ 施設入所者及び3か月以上の長期入院者

を除く。

※ 65歳以上で新規に手帳を取得されたかたは、受

給対象となりません。

例）・65歳未満で4級取得、65歳以上で1級に

等級変更⇒受給対象

・65歳以上で1級取得⇒受給対象外

※ 所得制限及び併給制限あり

※ 支給月は、年3回です。（各回25日振込）

4月（12月分、 1月分、 2月分、 3月分）

8月（ 4月分、 5月分、 6月分、 7月分）

12月（ 8月分、 9月分、10月分、11月分）

※毎年8月頃、状況を確認するために現況届を提出

していただく必要があります。

月6,750円

※重度の身体障がい

(1､2 級)で重度の知的障

がい（A判定:IQ35以下）

を併せ持つ場合は、月

15,500円
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名 称 対 象 者 等 支給額(令和6年度)

重度心身障害児介護手当

（市制度）

＜手続先⇒福祉課＞

18歳未満の重度身体障がい児（1,2級）又は重度知

的障がい児（A判定:IQ35以下）の介護者。

※ 施設入所者を除く。

※ 所得制限あり（所得税非課税世帯）

※ 支給月は、年4回です。（各回25日振込）

3月（ 1月分、 2月分、 3月分）

6月（ 4月分、 5月分、 6月分）

9月（ 7月分、 8月分、 9月分）

12月（10月分、11月分、12月分）

月10,000円

特別児童扶養手当

（国制度）

＜手続先⇒こども課＞

市内に住所があり、身体・知的発達または精神に中

度・重度の障がい（または症状）を有する20歳未満

の児童を監護・養育しているかた。

※ 状況等を確認した上で必要書類等のご案内をし

ますので、こども課までご相談ください。

※ 児童の障がいを理由とする公的年金を受給でき

る場合を除く。

※ 施設入所者を除く。

※ 所得制限あり （支給月：4月・8月・11月）

障がい児一人につき

1級 月55,350円

2級 月36,860円

児童扶養手当

（国制度）

＜手続先⇒こども課＞

父又は母に重度の障がいのある家庭又は母子・父子

家庭等で18歳以下（18歳に達した日の属する年度の

末日まで）の児童（児童に障がいがある場合は20歳

未満）を監護・養育しているかた。

(注)父又は母に重度の障がいのある家庭以外でも対

象となります。

※ 施設入所者を除く。

※ 所得制限あり（支給月：奇数月）

児童１人目

全部支給の場合

月45,500円

一部支給の場合

月45,490円～10,740円

児童2人目の加算

全部支給の場合 月10,750円

一部支給の場合

月10,740円～5,380円

児童3人目以降の加算

全部支給の場合 月6,450円

一部支給の場合

月6,440円～3,230円

遺児手当

（県制度）

＜手続先⇒こども課＞

父又は母に重度の障がいのある家庭又は母子・父子

家庭等で18歳以下（18歳に達した日の属する年度の

末日まで）の児童を監護・養育しているかた。

(注)父又は母に重度の障がいのある家庭以外でも対

象となります。

※ 児童が父又は母に支給される公的年金の加算対

象となっている場合等を除く。

※ 施設入所者を除く。

※ 所得制限あり（支給月：奇数月）

・支給開始～3年目

月4,350円

・4年目～5年目

月2,175円

・6年目以降手当の支給は

なくなります。
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名 称 対 象 者 等 支給額(令和6年度)

障害基礎年金

○初診日において

国民年金第1号被保険

者の場合

＜手続先⇒保険医療課＞

○初診日において

国民年金第3号被保険

者の場合

＜手続先

⇒お近くの年金事務所＞

○初診日において

厚生年金保険被保険者

の場合

＜手続先

⇒お近くの年金事務所＞

次の①～③すべてに該当しているかた

① 障がいの原因となった病気やけがで初めて医師

の診療を受けた日（初診日）において、次のどれ

かに該当していること

・国民年金の被保険者であること

・国民年金の被保険者であった人が日本国内に住

所があって60歳以上65歳未満であること

・20歳前であること（③の納付要件は不要）

② 初診日から1年6か月を経過した日（その期間

内に治った場合はその日）の障がいの程度が国民

年金の障害等級表の1級又は2級に該当している

こと

③ 初診日の前日において、初診日の前々月までの

被保険者期間のうち、保険料納付済期間、保険料

免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を合

わせた期間が3分の2以上あること

初診日が令和8年3月31日までにあるときは、

初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に

保険料の滞納がないこと

※ 初診日において厚生年金保険の被保険者であっ

た場合は、障害厚生年金（1級～3級）や障害手当

金等の制度がありますので、詳しくは、お近くの

年金事務所へお問い合わせください。

◆日本年金機構 瀬戸年金事務所

瀬戸市共栄通4-6

☎ (0561)83-2412（代表）

自動音声案内に従って番号を押してください。

お客様相談室①→②

1級

月85,000円

(68歳以上 月84,760円)

2級

月68,000円

(68歳以上 月67,808円)

子の加算額

1人目・2人目

年額234,800円/人

3人目以降

年額78,300円/人

※支給額、法令改正によ

り変更となる場合があ

ります。

※20歳前疾病による障害

基礎年金には所得制限

があります。
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名 称 対 象 者 等 支給額(令和6年度)

特別障害給付金制度

<手続先⇒保険医療課>

国民年金制度の発展過程において生じた特別な

事情によって障害基礎年金等を受給していない

障がい者のかたを対象に、特別障害給付金が支

給されます。

＜対象者＞

次の①又は②に該当するかたで、国民年金に任

意加入していなかった期間内に初診日があり、

現在、障害基礎年金1･2級相当の障がいに該当す

るかた

① 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象

であった学生

② 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対

象であった、厚生年金保険又は共済組合等

の加入者の配偶者

※ 経過的福祉手当を受給しているかたが特別

障害給付金の支給を受ける場合、経過的福祉

手当は支給停止になります。

※ 給付金は請求のあった月の翌月分から支

給されますので、該当されるかたはお早めに

ご相談ください。

※ 詳しくは、日本年金機構のホームページに

てご確認ください。

1級

月額55,350円

2級

月額44,280円

※収入や年金受給の状

況によって支給が制限

されることがありま

す。

※支給額は、法令改正

により変更となる場合

があります。

心身障害者扶養共済制度

（県制度）

＜手続先⇒福祉課＞

障がい児・者を扶養しているかたが健康なうちに掛

金を拠出し、扶養者が死亡したり重度の障がいとなっ

たりした場合に、年金を支給します。

○掛金：加入時の扶養者の年齢により異なる。

・1口当たり（月額）5,600円※～23,300円

※ 新規加入の場合は、9,300円～となります。

（条件により、掛金を免除される場合もあり）

・2口まで加入できます。

※ 加入対象者 身体障がい者（1級～3級）、知

的障がい者又は精神障がい者若しくは同程度の

障がいのあるかたを扶養している保護者（特別の

疾病や障がいを有していない65歳未満のかた）

年金額

掛金1口当たり月額

20,000円

※残された障がい児・者

に支給
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Ⅲ 医療の援助

名 称 内 容 対 象 者

自立支援医療

（更生医療・育成医療）

＜手続先⇒福祉課＞

（更生医療）

身体障がい者が身体の機能の回復を図るために必

要な医療の給付を行います。

（育成医療）

身体に障がいのある児童またはそのまま放置する

と障がいを残すと認められる疾患がある児童で、

その障がいの除去・軽減に必要な医療の給付を行

います。

※ 自己負担については、原則として医療費の1

割負担。ただし、世帯の所得水準等に応じて一月

あたりの負担額に上限額が設定されます。

・（更生医療）18歳以上

の身体障がい者

・（育成医療）18歳未満

の児童の保護者

（一定所得以上のかたを

除きます。）

自立支援医療

（精神通院医療）

＜手続先⇒福祉課＞

精神的な病気の治療のためにかかった通院医療費

を負担します。

自己負担については、原則として医療費の1割負

担。ただし、世帯の所得水準等に応じて一月あた

りの負担額に上限額が設定されます。

※ 本市では、自己負担額を助成する制度があり

ます。（下欄参照）

精神障がい者

（一定所得以上のかたを

除きます。）

精神障害者医療費の助成

（精神通院医療）

＜手続先⇒保険医療課＞

自立支援医療(精神通院)を受給しているかたが、

指定医療機関で医療を受けた場合、自立支援医療

適用後の通院医療費の自己負担額を助成します。

自立支援医療受給者証

(精神通院)所持者

精神障害者医療費の助成

（精神入院医療）

＜手続先⇒保険医療課＞

精神的な病気で入院医療を受けた場合、保険診療

にかかる自己負担額の１／２を助成します。

※ 申請時に診断書が必要

精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律第５条

第１項に規定する精神障

がい者で療養を受けてい

るかた（措置入院のかた

を除く）

※精神障害者保健福祉手

帳１・２級所持者のかた

は、次の障害者医療費の

助成を確認してくださ

い。
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名 称 内 容 対 象 者

障害者医療費の助成

＜手続先⇒保険医療課＞

※ 65歳以上75歳未満で一定

の障がい状態にあると認定さ

れたかたは助成不可。（ただし、

後期高齢者医療制度加入後、後

期高齢者福祉医療で助成可能）

障がいのあるかたが医療を受けた場合、保険診療

にかかる自己負担額を助成します。

※ 精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者で、自

立支援医療受給者証（精神通院）非該当のかた

は、入院医療費の保険診療にかかる自己負担額

のみ対象

・身体障がい者1～3級

（腎臓機能障害は4級、

進行性筋委縮症は 4～6

級も対象）

・療育手帳A・B判定

・自閉症状群と診断され

ているかた

・精神障害者保健福祉手

帳1・2級と自立支援医療

受給者証（精神通院）所

持者

・精神障害者保健福祉手

帳1・2級所持者（自立支

援医療受給者証（精神通

院）非該当のかた）

母子・父子家庭医療費の助成

＜手続先⇒保険医療課＞

母子、父子家庭のほか、重度障がいのある父又は

母がいる家庭（母子、父子家庭と同じ扱いになる

家庭）、父母のない児童が医療を受けた場合、保険

診療にかかる自己負担額を助成します。

※ 所得制限あり

・18歳に達する年度末ま

での児童を扶養している

母子家庭の母、父子家庭

の父（配偶者に重度の障

がいのある父母を含む。）

とその児童

・父母のない18歳に達す

る年度末までの児童

指定難病患者等医療費の助成

＜手続先⇒保険医療課＞

難病のあるかたが、入院医療を受けた場合、保険

診療にかかる入院分の自己負担額を助成します。

・特定医療費受給者証（指

定難病）所持者

・特定疾患医療給付事業

受給者票所持者

後期高齢者医療制度への加入

＜手続先⇒保険医療課＞

65歳から74歳までのかたで、一定の障がいがある

かたは、申請により愛知県後期高齢者医療広域連

合の認定を受けると、後期高齢者医療制度に加入

することができます。

・身体障がい者1～3級

（下肢障害4級の1･3･4

号、音声機能又は言語機

能の4級）

・療育手帳A判定

・精神障害者保健福祉手

帳1・2級

後期高齢者福祉医療費の助成

＜手続先⇒保険医療課＞

後期高齢者医療被保険者が、医療を受けた場合、

保険診療にかかる自己負担額を助成します。

障害者医療費、精神障害

者医療費、母子・父子家

庭医療費、指定難病患者

等医療費の助成の対象者

など
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Ⅳ 日常生活の支援

名 称 内 容 対 象 者

補装具費の給付

＜手続先⇒福祉課＞

身体障がい児（者）に身体機能の障害を補い、日常
生活を容易にするための器具を購入・修理・貸与す
るための費用を給付します。
○器具の種類は次のとおりです。
義手、義足、装具、補聴器、車いす、

重度障がい者用意志伝達装置、義眼、眼鏡等

※ 装具など治療用装具として医療保険等で対応できる場合

は、治療用装具が優先となります。

※ 利用者自己負担額があります。

身体障がい児（者）
※障害の内容により用具等の
制限があります。
※所得制限があります。
※介護保険が優先される品目
があります。

軽度・中等度難聴児の
補聴器購入費等の助成

＜手続先⇒福祉課＞

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度

の難聴児の補聴器購入費等の一部を助成します。

※ 利用者自己負担額があります。

次の用件を満たす18歳未満の児

童

・本市に住所を有していること

・原則として両耳とも聴力30デ

シベル以上で、身体障害者手帳の

交付対象となっていないこと

・補聴器の装用により、言語の習

得等一定の効果が期待できると

医師が判断するもの

・対象児童の保護者、対象児童又

はその属する世帯の世帯員のう

ち、市民税所得割額が46万円以

上の者がいないこと

日常生活用具の給付

＜手続先⇒福祉課＞

在宅の重度身体障がい児（者）が自力での日常生活を
送ることができるよう生活用具を給付します。
○用具は次のとおりです。
特殊寝台、特殊ﾏｯﾄ、特殊尿器、入浴担架、体位変換
器、移動用ﾘﾌﾄ、訓練いす、訓練用ﾍﾞｯﾄﾞ、入浴補助具、
便器、Ｔ字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭
部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁
調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害
者用屋内信号装置、透析液加湿器、ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞ （ー吸入器）、
電気式たん吸引器、酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ運搬車、動脈血中酸素飽
和度測定器（ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ）、人工呼吸器ﾊﾞｯﾃﾘｰ、自家
発電機、外部ﾊﾞｯﾃﾘｰまたはﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源、視覚障害者用
体温計（音声式）、視覚障害者用体重計、視覚障害者用
血圧計、携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、
点字ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ、点字器、点字ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰ、視覚障害者用ﾎﾟ
ｰﾀﾌﾞﾙﾚｺｰﾀﾞｰ、視覚障害者用IC ﾀｸﾞﾚｺｰﾀﾞｰ、視覚障害者
用IC ﾚｺｰﾀﾞｰ、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚
障害者用拡大読書器、暗所視支援眼鏡、視覚障害者用
時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信
装置、人工喉頭、人工鼻、福祉電話（貸与）、ﾌｧｯｸｽ、
視覚障害者用ﾜｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ（共同利用）、点字図書、視
覚障害者用地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送対応ﾗｼﾞｵ、ｽﾄｰﾏ装具（消化
器系・尿路系）、紙おむつ等、収尿器、居宅生活動作補
助用具

重度の障がい児（者）、難病患
者
※障害の内容により用具等の
制限があります。
※本市では利用者自己負担額
は上記の補装具に準じていま
す。
※介護保険が優先される品目
があります。
※長期入院や施設入所（一部施
設を除く）は除く。
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名 称 内 容 対 象 者

ストーマ用装具の保管

＜手続先⇒福祉課＞

大規模災害時に自宅から自己所有のストーマ用装具

の持ち出しができなくなったときに備えて、ストー

マ用装具をお預かりします。

※ 保管場所は保健福祉センター（福祉避難所）

※ 保管は1週間程度の使用量となります。

市内に住所を有し、スト

ーマ用装具を使用してい

る身体障がい者手帳所持

者

日常生活自立支援事業

＜手続先

⇒社会福祉協議会＞

☎0561-54-4540

日常生活に不安を抱えている知的障がい者や精神障

がい者などで、自分ひとりで契約などの判断をする

ことが不安なかたや、お金の出し入れ・書類の管理

などをするのに不安のあるかたを対象に福祉サービ

スの利用をお手伝いします。

・知的障がい者

・精神障がい者

福祉資金の貸付

（生活福祉資金）

＜手続先

⇒社会福祉協議会＞

☎0561-54-4540

障がい者のいる世帯に一時的に必要な資金の貸し付
けをします。民生委員を通じ、社会福祉協議会へ申
請してください。
申請後、貸付の可否について、愛知県社会福祉協議
会の審査があります。

障がい者のいる世帯

※所得制限があります。

手話通訳者の派遣

＜手続先⇒福祉課＞

聴覚障がい者などが、手話通訳を必要とする場合に、

手話通訳者を派遣します。

※ 原則、７日前までにお申し込みください。

・聴覚障がい者

・音声言語機能障がい者

要約筆記者の派遣

＜手続先⇒福祉課＞

聴覚障がい者などが、筆記通訳を必要とする場合に、

要約筆記者を派遣します。

※ 原則、７日前までにお申し込みください。

・聴覚障がい者

・音声言語機能障がい者

声の広報の発行

＜手続先

⇒社会福祉協議会＞

☎0561-54-4540

視覚障がい者へ音声による情報提供を行います。

※ 主に広報おわりあさひ、市議会だより、社協だ

より尾張あさひ等をカセットテープ等に録音して

お届けします。

・視覚障がい者

あさひ訪問収集

＜手続先

⇒環境事業センター・環境課＞

☎0561-52-8000

日常のごみの排出が困難な世帯について、定期的

に玄関先までごみの収集に伺います。

※ 申請後、環境事業センター職員が実態調査を行

い、適当と認められた世帯に対してあらかじめ協

議して決めた日から「あさひ訪問収集」を開始し

ます。

障がいをお持ちのかた又

は要支援・要介護の認定

を受けているかたのみの

世帯で、集積所までごみ

を運ぶことが困難な世帯
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名 称 内 容 対 象 者

紙おむつの給付

＜手続先⇒社会福祉協議会＞
☎0561-54-4540

在宅の知的障がい児（者）及び介護保険要介護３以
上のかたで必要なかたに給付します。
（月30枚程度、尿とりパッドは60枚程度）

・療育手帳Ａ・Ｂ判定
の交付を受けたかた
・介護保険要介護３以
上のかた
※施設入所中、医療機
関入院中のかたを除き
ます。

家具転倒防止支援事業

＜手続先⇒危機管理課＞

地震発生時の家具の転倒を防止する作業に要する費
用を市が全額負担します。（ただし、家具固定器具代
は自己負担）。

家具の種類は、たんす、食器棚、本棚、冷蔵庫、テ
レビ等で、最大５台の家具の固定ができます。

以下のかたが属する世
帯
・身体障害者手帳（１・
２級）の交付を受けた
かた
・精神障害者保健福祉
手帳（１級）の交付を
受けたかた
・療育手帳（Ａ・Ｂ判
定）の交付を受けたか
た
・難病患者の指定を受
けたかた

日常生活支援券支給事業
（あさひスマイルチケット）

＜手続先⇒福祉課＞

障がいのあるかた等の日常生活の支援を目的とした、

市内の登録店舗にて日用品やサービスなどを購入する

ときに使用できる日常生活支援券「あさひスマイルチ

ケット」10,000円分（500円分×20枚）を支給します。

※ 使用期限は翌年の1月末までとなります。

※ 身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者のかたは

お住まいの地区を担当する民生委員が訪問し、お渡

しします。

※ 被爆者、じん肺患者のかたは市職員が訪問し、お

渡しします。

※ 精神障害者保健福祉手帳所持者のかたは、自宅に

簡易書留にて郵送します。

事業実施年度の８月１

日時点において、以下の

すべてに該当するかた

・身体障害者手帳所持

者、療育手帳所持者、精

神障害者保健福祉手帳

所持者、被爆者及びじん

肺患者のいずれかのか

た

・本市に住民票があり、

現に居住しているかた

・施設に入所をしていな

いかた（退所する見込み

のあるかたを含む。）

・当該年度の地方税に基

づく市民税が非課税の

かた

・生活保護法による被保

護者でないかた
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名 称 内 容 対 象 者

郵便等による不在者投票

＜手続先⇒選挙人名簿登録地

の選挙管理委員会＞

身体に重度の障がいがあるかた等は、自宅などか

ら郵便で投票する郵便等による不在者投票制度

を御利用いただけます。

この制度を利用するためには、あらかじめ「郵便

等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

また、郵便等による不在者投票をすることができ

るかたで、自ら投票の記載をすることができない

者として定められたかたは、あらかじめ市区町村

の選挙管理委員会に届け出た者（選挙権を有する

者に限ります。）に投票に関する記載をさせる代

理記載制度を御利用いただけます。

郵便等による不在者投票制度

の対象者

〇身体障害者手帳において下

記のいずれかの要件に該当し

ているかた

・両下肢、体幹、移動機能の

障害1級・2級のかた

・心臓、じん臓、呼吸器、ぼ

うこう、直腸、小腸の障害1

級・3級のかた

・免疫、肝臓の障害1級・2

級・3級のかた

〇戦傷病者手帳において下記

のいずれかの要件に該当して

いるかた

・両下肢、体幹の障害 特別項

症・第1項症・第2項症のか

た

・心臓、じん臓、呼吸器、ぼ

うこう、直腸、小腸、肝臓の

障害 特別項症・第1項症・第

2項症・第3項症のかた

〇介護保険被保険者証におい

て下記の要件に該当している

かた・要介護5のかた

代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票を

することができるかたで、か

つ下記のいずれかの要件に該

当しているかた

〇身体障害者手帳において上

肢、視覚の障害1級のかた

〇戦傷病者手帳において上

肢、視覚の障害 特別項症・第

1項症・第2項症のかた
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Ⅴ 税の控除・減免

１ 所得税及び市・県民税の控除

本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障がい者である場合に、課税対象の所得額から次の額が控

除されます。
区 分 対 象 者 所得税控除額（税務署） 市・県民税控除額（市税務課）

障害者控除

普通障害者
身体障がい者…3級～6級
知的障がい者…Ｂ判定・Ｃ判定
精神障がい者…2級・3級

1人につき27万円 1人につき26万円

特別障害者
身体障がい者…1級・2級
知的障がい者…Ａ判定
精神障がい者…1級

1人につき40万円
（同居特別障害者の場合
は35万円加算）

1人につき30万円
（同居特別障害者の場合
は23万円加算）

＜問い合わせ先 所得税：尾張瀬戸税務署 市・県民税：市役所税務課市民税係＞

２ 市・県民税の非課税及び減免

（１）前年中の合計所得金額が135万円以下の障がい者は市・県民税が非課税となります。

（２）前年中の合計所得金額が135万円を超え、145万円以下の障がい者は、市・県民税の半額が

減免※になる場合があります。

（３）前年中の合計所得金額が135万円以下の障がい者である夫と生計を一にする妻で、前年中の

総所得金額が135万円以下の場合は、市・県民税の半額が減免※になる場合があります。

（※ 減免の適用には所定の手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。）

＜問い合わせ先 市役所税務課市民税係＞

３ 軽自動車税（種別割）の減免

（１）軽自動車税（種別割）の減免について

○ 免除額

・軽自動車税（種別割） … 全額免除

○ 減免要件

① 障がいのあるかた等

＜対 象＞

・一定の要件に該当する身体障がい者が、自ら運転する軽自動車

・一定の要件に該当する身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者と生計を一にするかた

が運転する軽自動車

・一定の要件に該当する身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者を常時介護するかたが

運転する軽自動車

＜所 有 者＞

・障がい者本人に限る（18歳未満の身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者の場合は、

生計同一者を含む。）。
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＜台数制限＞

・一人１台に限る。

② 車いすの昇降装置等のある車両

＜対 象＞

・構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等

（構造の例：車いすの昇降装置及び固定装置、または浴槽の設備など）

（２）軽自動車税（環境性能割）・自動車税（種別割・環境性能割）の減免について

詳しくは下記担当へお問い合わせください。

＜申請及び問い合わせ先＞

軽自動車税（種別割）・・・市役所税務課家屋償却係

軽自動車税（環境性能割）・・・名古屋東部県税事務所（名古屋市）

自動車税（種別割）・・・東尾張県税事務所（春日井市）

自動車税（環境性能割）・・・名古屋東部県税事務所（名古屋市）
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Ⅵ 障害福祉サービス等

１ 障害福祉サービス・・・国により内容、サービスに係る費用が定められている事業

「介護給付」（障がいに起因する、日常生活上、継続的に必要な介護支援）と「訓練等給付」（地

域で生活を行うために、一定期間提供される訓練的支援）の2つの種類があります。

名 称 内 容 対 象 者

居宅介護
（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ）

「介護給付」

自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・障害支援区分が区分１以上で

あるかた

同行援護
「介護給付」

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有するかたに、

移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を

行います。

・視覚障がい者（児）

行動援護
「介護給付」

知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護

が必要なかたに、行動する時必要な介助や外出時の移

動の補助をします。

・障害支援区分が区分３以上の

知的障がい者(児)又は精神障が

い者で、一定の要件を満たすか

た

重度訪問介護
「介護給付」

重度の肢体不自由者等で、常に介護を必要とするかた

に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における

支援などを総合的に行います。

・障害支援区分が区分４以上で、

一定の要件を満たすかた

療養介護
「介護給付」

病院等への入院による医学的管理の下、食事や入浴等

の介護を総合的に行います。

・医療及び常時の介護を必要と

する障がい者で、長期の入院に

よる医療的ケアを要するかた

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）
「介護給付」

障がい者を家庭で介護しているかたが、疾病、事故、

休養等により、自宅で介護できなくなった時に、一時

的に施設において、介護を受けながら生活することが

できます。

・障がい者（児）

生活介護
「介護給付」

常に介護を必要とするかたが、昼間に入浴、排泄、食

事などの介護を受けるとともに、自分の趣味を生かし

た活動やものづくりの活動を行います。

・障害支援区分が区分３以上

・50歳以上の場合は、区分２以

上

施設入所支援
「介護給付」

施設に入所する障がいのあるかたに対し、夜間や休日

に、入浴や排せつ、食事などの介護を行います。

・障害支援区分が区分４以上

・50歳以上の場合は、区分３以

上

共同生活援助

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

「訓練等給付」

夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や日常生

活上の援助を行います。

・就労しているか、就労継続支

援等の日中活動を利用している

障がい者のかたで、相談等の日

常生活上の援助が必要なかた
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①費用負担 ・・・原則サービス費用の１割が利用者の負担となりますが、所得に応じ

て利用者負担額が変わります。

②介護保険優先・・・介護保険の対象となるサービスについては、介護保険が優先となります。

③申請手続き ・・・障害福祉サービスを受けるまでの流れ ⇒ 次ページ（P17）のとおり

④問合せ先 ・・・福祉課

自立生活援助

「訓練等給付」

障害者支援施設やグループホーム等を利用していたか

たで、一人暮らしを希望するかた等に、必要な情報提

供、助言、関係機関との調整等を行います。

→福祉課へお問い合わせくださ

い

重度障害者等包括支援

「介護給付」

常時介護を要する障がいのあるかたに対し、サービス

等利用計画に基づき、居宅介護等の複数のサービスを

包括的に提供します。

障害支援区分が区分６に該当

し、意思疎通に著しい困難を有

し、一定の要件を満たすかた

宿泊型自立訓練
（生活訓練）

「訓練等給付」

知的障がいまたは精神障がいのあるかたに対し、居室

その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生

活能力を向上するための支援、生活等に関する相談・

助言などの必要な支援を行います。

→福祉課へお問い合わせくださ

い

自立訓練

（機能訓練）

「訓練等給付」

理学療法士や作業療法士の身体的リハビリテーション

や日常生活上の支援等を行います。

→福祉課へお問い合わせくださ

い

自立訓練

（生活訓練）

「訓練等給付」

食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や

日常生活上の相談支援を行います。

→福祉課へお問い合わせくださ

い

就労移行支援

「訓練等給付」

一般企業等への就労を希望する人が、一定期間、就労

に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行

います。

・一般企業等への就労を希望す

るかたで、支援を受けることで、

適正にあった職場への就労等が

見込まれるかた

（65歳未満のかた）

就労継続支援

（Ａ型・Ｂ型）

「訓練等給付」

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供する

とともに、知識及び能力向上のために必要な訓練を行

います。

・一般企業等での就労は難しい

が、就労の機会などを通じ、生

産活動に係る知識及び能力の向

上や維持が期待されるかたや、

能力の向上を図ることで就労が

可能なかた

就労定着支援

「訓練等給付」

一般企業等への就労にともなう環境変化による生活面

の課題に対応できるよう、訪問や来所により必要な支

援をします。

・生活介護、自立訓練、就労移

行支援又は就労継続支援を利用

した後、新たに雇用されたかた

で、就労を継続している期間が6

か月を経過しているかた
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２ 障害福祉サービスを受けるまでの流れ

サービスを利用するかたの障がいの程度や状況、生活環境などにより、サービスの種類や利用料

が定められます。サービスを利用する場合は「受給者証」の交付手続きが必要です。

※介護保険に該当するかたについては、一部のサービスは介護保険優先となります。

(1) １８歳未満の児童については、障害支援区分の認定手続き（②～⑤）はありません。

(2)「サービス等利用計画」とは、本人及び家族の生活の意向・総合的な援助の方針・生活全般の解決すべき

点・提供される福祉サービス等の種類、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項・モニタリング期

間等を記載したものです。

① 相談・申請

・相談支援事業所へ相談してください。（P31参照）
　＊障がい者：尾張旭市障がい者基幹相談支援センター
　＊障がい児：つぐみ
・サービスの利用が必要とされる場合は、福祉課へ申請します。

② 認定調査
・市の認定調査員が本人の心身の状況や生活環境などについて聞き取りま
す。

※訓練等給付や地域相談支援給付の利用を希望する場合は、③④⑤は省略されます。

③ 一次判定
・認定調査及び医師意見書の結果に基づき、コンピュータ判定が行われま
す。
・医師意見書は市が依頼します。

④ 認定審査会
　（二次判定）

・一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、審査会で二次判定
を行います。

⑤ 認定・結果通知
・二次判定の結果に基づき、非該当、区分１から区分６の認定が行われま
す。

⑥ サービス等利用　
　計画案の提出

・相談支援事業者と契約を結び、相談支援専門員がアセスメントの状況を
踏まえ、最も最適なサービスの組み合わせや支援の方針などを決めた
「サービス等利用計画案」の作成を依頼し、市に提出します。

⑦ 支給決定・交付
・サービス等利用計画案を踏まえて、サービスの種類や支給量などを決定
し、申請者に通知、「受給者証」を交付します。

⑧ サービスの
　利用開始

・申請者は、サービス提供事業者と契約を結び、サービスの利用を開始し
ます。
・事業所では、専門員が作成した「個別支援計画」に基づきサービスが提
供されます。

⑨ モニタリング
・相談支援専門員が、サービスの量や内容などについて適正かどうかの検
討を行い、必要に応じて見直しを行います。
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３ 障害児通所支援・・・児童福祉法に基づくサービス

※ 原則サービス費用の１割が利用者の負担となりますが、所得に応じて利用者負担額が変わります。

※ 満３歳児になってから初めての４月１日から３年間は無償化の対象です。（手続きは不要です。）

４ 地域生活支援事業・・・障害者総合支援法に基づき、市町村毎で行う事業

※ 原則サービス費用の１割が利用者の負担となりますが、所得に応じて利用者負担額が変わります。

５ 難病等の支援

障害者総合支援法の施行により、平成25年4月から障がい者の範囲に難病等のかたが加わり、

障害福祉サービス等が利用できるようになりました。対象となるかたは、身体障害者手帳の所持

の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。

○対象疾病 ⇒ 次ページ（P19～21）のとおり

○手続き ⇒ 診断書又は特定疾患医療受給者証等を持参の上、市役所福祉課窓口に支給を

申請してください。

名 称 内 容 対 象 者

児童発達支援

＜手続先⇒福祉課＞

日常生活における基本的な動作の指導、知識

技能の付与、集団生活への適応訓練等を行い

ます。
・障がい児（未就学児）

医療型児童発達支援

＜手続先⇒福祉課＞

日常生活における基本的な動作の指導、知識

技能の付与、集団生活への適応訓練等を行い

ます。

・上肢・下肢または体幹機能障が

いの障がい児（未就学児）

放課後等デイサービス

＜手続先⇒福祉課＞

放課後や夏休み等の長期休暇中において、生

活能力の向上のために必要な訓練、社会との

交流の促進など必要な支援を行います。

・就学中（小学生から高校生まで）

の障がい児

保育所等訪問支援

＜手続先⇒福祉課＞

保育所等を訪問し、障がい児に対して、他の

児童との集団生活への適応のための専門的

な支援を行います。
・障がい児

居宅訪問型児童発達支援

＜手続先⇒福祉課＞

自宅を訪問し、日常生活における基本的な動

作の指導、知識技能の付与、集団生活への適

応訓練等を行います。

・児童通所サービスを受けるため

に外出することが困難な重度の

障がい児

名 称 内 容 対 象 者

移動支援

＜手続先⇒福祉課＞

屋外での移動が困難なかたが、円滑に外出が

できるよう、移動を支援（介助）します。
・障がい児・者

※行動援護及び同行援護の利用者を除く

日中一時支援

＜手続先⇒福祉課＞

日中における活動の場を確保し、家族の就労

支援及び日常的に介護をしている家族の一

時的な休息のためのものです。

・障がい児・者

地域活動支援センター

＜手続先⇒福祉課＞

自分の趣味を生かした活動や、ものづくりの

活動ができる機会や、社会との交流の機会を

提供します。
・障がい児・者

訪問入浴サービス

＜手続先⇒福祉課＞

家庭で入浴させることが困難な重度のかた

に移動入浴車を派遣します。

※利用回数の制限があります。

・重度の下肢・体幹機能障がいの

かた
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Ⅶ 住宅の整備

名 称 内 容 対 象 者

住宅改修費の給付

（日常生活用具の給付）

＜手続先⇒福祉課＞

自宅の段差解消など住環境の改善を行う場合、居

宅生活動作補助用具（手すりなど）の購入費及び

改修工事費を給付します。（上限額 ２０万円）

下肢・体幹・移動機能障が

いの1～3級の身体障がい

者

※介護保険が優先されます。

耐震シェルター整備事業費補助

＜手続先⇒都市計画課＞

昭和56年5月31日以前に着工された旧基準木造

住宅で、市の実施する無料耐震診断の結果、判定

値が0.4以下の住宅に耐震シェルターを整備する

工事費用に対し補助金を交付する。（上限額30万

円）

・申請年の年度末時点で65

歳以上の高齢者又は障が

い者を含む世帯

福祉向け県営住宅への入居

＜手続先

⇒各地区の県営住宅管理事務所＞

名古屋・尾張 ℡ 052-973-1791

一宮 ℡ 0586-28-5411

知多 ℡ 0569-23-2716

海部 ℡ 0567-24-7330

豊田加茂 ℡ 0565-34-2001

知立 ℡ 0566-84-5677

西三河 ℡ 0564-23-1863

東三河 ℡ 0532-53-5616

県営住宅への入居を希望している障がい者のいる

世帯が入居できるように、福祉向県営住宅入居制

度があります。

また、世帯の収入等により、家賃が減額される制

度もあります。

◎募集案内

・定期募集案内配布時期（抽選）

4月・8月・12月（各月中旬頃）

・常時募集案内配布開始時期（先着順）

2月・6月・10月（各月中旬頃）

申込用紙は、都市計画課にあります。

心身障害者世帯（申込者本

人又は同居する家族の中

に中度（B・3度）以上の知

的障害、中度（2級）以上

の精神障害、4級以上の障

害がある身体障害者、又は

恩給法別表第1号表の3第

1款症以上の障害がある戦

傷病者のいる世帯）など

※詳しくは、県営住宅募集

案内をご覧いただくか、県

営住宅管理事務所へお問

合せください。
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Ⅷ 交通・社会生活等の支援

名 称 内 容 対 象 者

自動車改造費の助成

＜手続先⇒福祉課＞

身体障がい者の就労などに伴い、身体障がい者が運転

する自動車のハンドルやアクセルなどの改造が必要

な場合、経費の一部を助成します。

運転免許証の「免許の条件

等」欄に改造した自動車の

みに限定する条件が付さ

れた身体障がい者

※所得制限あり

自動車運転免許取得費の助成

＜手続先⇒福祉課＞

身体障がい者の就労などに伴い、道路交通法に定める

普通自動車免許の取得に要する経費の一部を助成し

ます。

（免許を取得するために要した費用の3分の2以内の

額で上限10万円）

市内に住所を有し、就労、

通院、通学等のため、道路

交通法に規定する自動車

教習所で免許を取得した

身体障がい者

※免許取得後、６か月以内

に申請してください。

移送サービスの利用助成

（市制度）

＜手続先⇒長寿課＞

要介護認定が4・5のかたや障がい等で一般の公共交

通機関の利用が困難なかたに、特殊（リフト付き）車

両を利用する際の利用料（4,000円以内 年間12回

分）を助成します。

※ 障がい者タクシー、高齢者バス・タクシーの料金

助成との併用不可

・下肢・体幹機能障害の1・

2級の身体障がい者

・介護保険における要介護

度が4・5のかた

※いずれも、施設入所者を

除きます。

車いす専用車の貸出

（社会福祉協議会制度）

＜手続先⇒社会福祉協議会＞

無料

(※ 燃料費については、原則満タン返しとしますが、

走行距離が短いこと等の理由により、満タン返しが難

しい場合は走行距離５ｋｍ未満は１００円、５ｋｍ以

上１０ｋｍ未満は２００円、以降５ｋｍごとに１００

円を加算した額をいただきます。※ 有料道路通行料、

駐車料金等、運行の際にかかった費用は、利用者に負

担していただきます。)

尾張旭市社会福祉協議会

の会員である車いす使用者

又は申請者のいずれかで、

運転者を確保できるかた。

（車いす利用者本人が運転

する場合は対象としない。）

なお、運転者の確保が難し

いかたは社会福祉協議会に

ご相談ください。

タクシー料金の助成

（市制度）

＜手続先⇒福祉課＞

タクシーを利用する場合の基本料金（500円以内）を

助成します。（年間 36回分）

※ チケットが必要です。

※ 手帳の提示が必要です。

※ タクシー会社の制限があります。

※ 移送サービス、高齢者バス・タクシー料金助成と

の併用不可

・1・2級の身体障がい者

・下肢・体幹機能障害の3

級の身体障がい者

・重度・中度の知的障が

い者（Ａ・Ｂ判定）

・1級の精神障がい者
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名 称 内 容 対 象 者

タクシー料金の割引

＜手続先⇒各タクシー会社＞

障がい者がタクシーを利用した場合、迎車料等を除く

規定料金の1割が割引になる場合があります。

※手帳の提示が必要です。

※詳細は、各タクシー会社にご確認ください。

障がい者

市営バス「あさぴー号」 １乗車100円ですが、未就学児及び障がい者本人（付

添い人も１名まで）は無料となります。

※乗車時に手帳の提示が必要です。

※運行日：毎日（年末年始（12/29～1/3）は運休しま

す。）

※手帳に写真が添付されていないと利用できない場

合があります。

◎車いす対応車両を利用できます。

※ご利用には事前予約が必要です。詳細は市のホーム

ページをご覧いただくか、豊栄交通株式会社尾張旭営

業所にご確認ください。

○豊栄交通株式会社尾張旭営業所

電話 54-7717

F A X 54-7724

障がい者

鉄道・バス等料金の割引

＜手続先⇒各鉄道・バス会社＞

障がい者が利用する場合の運賃等が割引されます。ま

た、介護者についても割引が適用される場合がありま

す。

※ 各鉄道・バス会社で割引の対象障がい者、割引金

額が異なります。

※ 詳細は、各鉄道・バス会社にご確認ください。

※ 鉄道・バス会社によっては、割引の対象にならな

い障害もあります。

障がい者

航空運賃の割引

＜手続先⇒各航空会社支店＞

営業所

指定代理店

満12歳以上の障がい者及び介護者1名が国内定期

航空路線を利用する場合の旅客航空運賃が割引され

ます。

※ 平成30年10月から新たに精神障がい者が対象と

なりました。実施時期等は各航空会社に御問合せく

ださい。

※ 割引率…各航空会社にお問合わせください。

きっぷ購入時に手帳を窓口に提示

・身体障がい者

・知的障がい者

※ 第1種障がい者の場合

は本人及び介護者1名

※ 第2種障がい者の場合

は本人（航空会社によっ

ては介護者1名も対象と

なる場合あり）

・精神障がい者
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名 称 内 容 対 象 者

有料道路通行料の割引

＜手続先⇒福祉課＞

障がい者自ら又は介護者の運転により有料道路を通

行する場合に通行料金が割引されます。割引率は

50％、ETCも可。（ただし、ETC利用による時間帯割引

（深夜割引等）との併用はできません。）

※ 申請に必要なものについては、お問い合わせくだ

さい。

※ オンライン申請も可能です。

（URL https://www.expressway-discount.jp）

（本人運転）

・身体障がい者

（介護者運転）

・第1種の身体障がい者

・第1種の知的障がい者

駐車禁止・時間制限駐車区間

除外指定車の標章

＜手続先⇒守山警察署＞

守山警察署交通課

０５２－７９８－０１１０

県公安委員会から駐車可の標章の交付を受け、現に障

がい者本人が使用中の場合に限り、駐車禁止（法定禁

止を除く）の標識の立っている場所に駐車できます。

※ 詳細は、守山警察署にご確認ください。

障がい者

ＦＡＸ１１０番

＜手続先⇒警察署＞

聴覚や言語等に障がいのあるかたが犯罪の被害にあ

われたり、犯罪を目撃された場合など、ＦＡＸで通報

されると、パトロールカーや交番の警察官が対応しま

す。

○ ＦＡＸフリーダイヤル 0120-110-369

・聴覚障がい者

・音声言語障がい者

１１０番アプリシステム

＜手続先⇒警察署＞

「１１０番アプリシステム」は、聴覚や言語等に障が

いのあるかたなど、音声による１１０番通報が困難な

かたが、スマートフォンなどを利用して、文字や画像

で警察へ通報可能なシステムです。

・聴覚障がい者

・音声言語障がい者

https://www.expressway-discount.jp
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名 称 内 容 対 象 者

ＦＡＸ１１９番

＜手続先⇒消防署通信係（瀬

戸・尾張旭消防指令ｾﾝﾀｰ）＞

所定の緊急通報用紙で、ＦＡＸによる災害通報に対

応します。

※ 事前に届出が必要です。所定の申請書（市ホー

ムページからダウンロード可能です。）を郵送又はＦ

ＡＸで申込。受付後、ご自宅に通報用紙をお届けし

ます。

・聴覚障がい者

・音声言語障がい者

ｅメール１１９番

緊急通報システム

＜手続先⇒消防署通信係（瀬

戸・尾張旭消防指令ｾﾝﾀｰ）＞

ｅメールによる災害通報に対応します。

※ 事前に届出が必要です。所定の申請書（市ホー

ムページからダウンロード可能です。）をメール、Ｆ

ＡＸ、郵送又は直接持参

・聴覚障がい者

・音声言語障がい者

ＮＥＴ１１９

緊急通報システム

＜手続先⇒消防署通信係（瀬

戸・尾張旭消防指令ｾﾝﾀｰ）＞

スマートフォン等による音声によらない災害通報に

対応します。

※ 事前に登録が必要です。瀬戸・尾張旭消防指令

センターの窓口に登録方法が記載されたチラシを用

意しています。また、市ホームページでも登録方法

についてご案内しています。

・聴覚障がい者

・音声言語障がい者

あさひ安全安心メール

＜手続先⇒危機管理課＞

災害時の警報情報や避難所開設情報等の防災・気象

情報、不審者情報や犯罪発生状況、交通死亡事故情

報等の防犯・交通情報をメールで配信します。

※ メールを受信するには事前登録が必要です。福

祉課及び危機管理課の窓口に登録方法が記載された

チラシを用意しています。また、市ホームページで

も登録方法等についてご案内しています。

・聴覚障がい者

・音声言語障がい者

※障がいのないかたでも

利用できます。

尾張旭市電話・ＦＡＸ防災情報

配信サービス

＜手続先⇒危機管理課＞

避難情報、避難所開設情報、国民保護情報等を電

話やＦＡＸに配信します。

※ 事前に届出が必要です。所定の届出書（市ホ

ームページからダウンロード可能です。）をメー

ル、ＦＡＸ、郵送又は直接持参

・視覚障がい者

・聴覚障がい者で携帯電

話・スマートフォンをお

持ちでないかた
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名 称 内 容 対 象 者

尾張旭市防災アプリ

＜手続先⇒危機管理課＞

スマートフォン等で、平常時に防災情報を確認で

きるほか、災害時に緊急情報を確認できるアプリを

運用します。

○事前に登録が必要です。福祉課及び危機管理課の

窓口に登録方法が記載されたチラシを用意してい

ます。また、市ホームページでも登録方法について

ご案内しています。

・聴覚障がい者

・音声言語障がい者

※障がいのないかたでも

利用できます。

ＮＨＫ受信料の免除

＜手続先⇒福祉課＞

ＮＨＫの受信料が免除されます。

※福祉事務所長の証明が必要です。

※免除申請書は福祉課にあります。

〈半額免除〉

世帯主が

① 視覚・聴覚障がい者

② 身体障がい者1,2級

③ 知的障がい者Ａ判定

④ 精神障がい者1級

〈全額免除〉

①身体・知的・精神障がい

者が世帯構成員であり、世

帯全員が市民税非課税

携帯電話料金の割引

＜手続先⇒各携帯電話会社＞

基本使用料等が割引となる場合があります。

○手帳の提示が必要です。

○詳細は、各携帯電話会社にご確認ください。

障がい者
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カードやマークを持っているかたが困っているのを見かけたら、まずは声をかけてください。

そして、必要に応じてカードやマークの記載内容を確認し、温かい支援をお願いします。

《ヘルプカード》

《ヘルプマーク》

名 称 内 容 対 象 者

ヘルプカード・ヘルプマーク・

耳マークシールの配布

＜配布場所⇒福祉課＞

外見では障がいのあることがわかりにくかったり、自

分から困ったと伝えるのが困難なかたが携帯するこ

とで、周囲に支援や配慮を求めやすくするものです。

※ 申請不要・無料。郵送での配布はしておりません。

一人につきヘルプカード1枚、ヘルプマーク1個ま

で。

・本市に在住、在学、在勤

等で、障がいのあるかた、

難病のかた、その他支援を

必要とするかた

※手帳の有無は問いません。

尾張旭市
Owariasahi City 裏面もご覧ください。

カード型のもので、財布などに入れて

おくことができます。裏面に配慮や支

援してほしい内容などをあらかじめ記

入しておき、困ったときに提示するこ

とで、周囲に知らせます。

ストラップ型のもので、かばんなどに

装着することで周囲に知らせます。付

属物として、シールが付いているので、

必要な支援をシールに記載し、マーク

の裏面に貼付することができます。
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Ⅸ その他

１ 各種の相談事業

▽ 障がい者の総合相談

▽ 手話通訳

▽ こども・子育て相談

▽ こどもの発達相談

▽ こころの健康相談

▽ 精神保健福祉相談（メンタルヘルス相談、アルコール・薬物依存相談、ひきこもり相談）

・内 容 障がいのあるかたや、その家族のかたの相談に応じ、必要な支援・助言を行います。

・場 所 尾張旭市障がい者基幹相談支援センター （尾張旭市役所 南庁舎１階）

・相談日 平日（月～金） 午前９時００分 ～ 午後５時００分

・電 話 ５３－２１１１ （直通 ７６－８１４０）

・内 容 聴覚障がいのあるかたが、市役所で申請手続きや相談などをする際に手話通訳を行います。

・場 所 尾張旭市役所 福祉課

・相談日 毎週月曜日 午前８時３０分 ～ 正午、毎週木曜日 午後１時～午後４時３０分（祝日の場合は翌日）

・内 容 家庭における児童養育などの相談に応じています。

・場 所 子育て相談課（保健福祉センター３階）

・相談日 平日（月～金） 午前９時 ～ 午後４時

・電 話 ５３－６１０２

・内 容 お子さんの発達に関する不安や悩み、関わり方などの相談に応じています。

・場 所 こどもの発達センターにこにこ（保健福祉センター３階）

・相談日 平日（月～金） 午前８時３０分 ～ 午後５時

・電 話 ５３－６１０３

※ 上記のほか、医師、言語聴覚士、臨床心理士による予約制の専門相談も実施しています。詳細はお問い

合わせください。

・内 容 精神保健福祉士が、心の病で悩んでいるかたやその家族のかたの相談に応じています。

・場 所 健康課（保健福祉センター１階）

・相談日 毎週水曜日 午前１０時 ～ 午後３時２０分（１人１回あたり５０分以内）

・電 話 ５５－６８００ ※予約制ですので、事前に健康課までお申し込みください。

・内 容 瀬戸保健所では、電話や面接による精神保健福祉・メンタルヘルスに関する相談、アルコール・薬

物依存に関する相談、ひきこもりに関する相談等をご本人やご家族などを対象に行っています。

・場 所 瀬戸保健所

◆相談日 平日（月～金）午前９時 ～ 午後４時３０分（正午から午後１時まで除く）

・電 話 ８２－２１５８（事前に電話でご連絡ください。）
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▽ 愛知県高次脳機能障害者社会復帰促進事業実施機関（笑い太鼓）

▽ 尾張東部障がい者就業・生活支援センター アクト

▽ 尾張東部権利擁護支援センター（あすライツ）

（瀬戸市・尾張旭市・豊明市・日進市・長久手市・東郷町が共同で設置）

・内 容 高次脳機能障がい者の家族のかたに対して、相談支援を行っています。

・場 所 名古屋市東区東大曽根町25-2

・連絡先 電 話 ０５２－８０５－８７４５

・内 容 在宅障がい者の就業及びそれに伴う生活に関する支援・助言や職業準備訓練の斡旋等、雇用・福

祉・教育等の関係機関と協力しながら、職業生活の自立を図るための支援を行います。

働く・暮らすための目標を設定して、応援するところです。

・場 所 尾張東部障がい者就業・生活支援センター アクト

中継事業所：名古屋市名東区梅森坂３丁目３６０７

本部：尾張旭市東印場町二反田１４６

・受付時間 月～金曜日 午前９時～午後５時（ただし、土・日・祝日、お盆、年末年始を除きます。）

・問合せ先 尾張東部障がい者就業・生活支援センター アクト

電 話：（０５２）７０９－３８９１ ＦＡＸ：（０５２）７０９－３８９２

Ｅmail：act@kidoairaku.org

※担当スタッフがセンター不在の場合もありますので、できるだけ事前に電話でご連絡ください。

・内 容 成年後見制度は、知的障がい、精神障がい、認知症などにより判断能力が不十分になり、自身に

関わる契約や財産管理などが困難になった人を法律的に支援する制度です。この制度を知ってい

ただき利用していただくため、制度の説明や支援を行います。

・場 所 日進市竹の山四丁目３０１番地 日進市障害者福祉センター内

・受付時間 午前９時～午後５時（ただし、土・日曜日、祝日、年末年始を除きます。）

・問合せ先 電 話：（０５６１）７５－５００８（事前申込み） ＦＡＸ：（０５６１）７５－５０８８

・巡回相談 毎月第１木曜日午後に市役所 市民相談室で実施
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２ 障害福祉サービス事業所 （市内）

（１）障害福祉サービス事業所（相談系）

…障がい者等の相談を行ったり支給決定時の障害福祉サービス等の利用計画の作成等を行います。

（２）障害福祉サービス事業所（訪問系） …「内容」についてはP15をご覧ください。
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（３）障害福祉サービス事業所（日中活動系）…「内容」については、P15・P16をご覧ください。
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（４）共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）…内容についてはP15をご覧ください。

（５）短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） …内容についてはP15をご覧ください。
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（６）障がい児通所支援 …詳しくはP18をご覧ください。
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３ 地域生活支援事業指定事業所（市内）※市外の事業所については福祉課までお問合せください。

（１）移動支援 …屋外での移動が困難なかたの外出、移動を支援（介助）します。

（２）日中一時支援 …家族の就労支援及び日常的に介護をしている家族の一時的な休息のためのものです。

（３）訪問入浴サービス ・・・ 家庭で入浴させることが困難な重度のかたに移動入浴車を派遣します。

事業所名称 事業所所在地 電話番号

訪問介護すずらん 城前町三丁目1番地18 54-7810

光ケアヘルパーステーション 狩宿町四丁目61番地1 57-4814

ケアーサポート訪問介護事業所 北原山町鳴湫1751番地6 55-3305

わかばヘルパーステーション 渋川町二丁目9番地2 52-4808

ニチイケアセンター印場 渋川町二丁目11番地5 季樹302 55-7598

ｓｕｎ楽 西の野町五丁目70番地1 56-1655

ﾗｲﾌ ｹｱ ｻﾎﾟｰﾄ にこまる 西山町一丁目3番地21号 052-799-9340

COSMOS AJUDANTE 南栄町旭ヶ丘124番地3 78-1848

介護事業所正ちゃん家 南本地ケ原町二丁目66番地4 52-7619

ヘルパーステーション松葉 桜ケ丘町二丁目61番地 メゾンドアサミ1Ｄ 76-9506

訪問介護かぎしっぽ 南原山町石原126番地10 ハイツアマーレ101号室 57-6581

訪問介護あんず 井田町一丁目178番地 56-9360

事業所名称 事業所所在地 電話番号

くすのき 東印場町二反田146番地 54-8677

ひまわり 上の山町間口2584番地2589番地2 53-9500

おこめ 向町一丁目2番地8 アルファ尾張旭102 52-5158

訪問介護あんず 井田町一丁目178番地 56-9360

わかばヘルパーステーション 渋川町二丁目9番地2 52-4808

COSMOS ONLY ONE 南栄町旭ヶ丘124番地3 78-1848

くろーばー 東栄町三丁目2番地6 55-0968

事業所名称 事業所所在地 電話番号

ｱｻﾋｻﾝｸﾘｰﾝ在宅介護ｾﾝﾀｰ尾張旭 瀬戸川町一丁目202番地 050-3317-1552

訪問入浴なみとかぜ 桜ケ丘町三丁目71番地 58-5994
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４ その他の施設・活動

５ 支援団体・ボランティア団体・当事者団体

施設・事業所名 住 所 電話・FAX 内 容

ピンポンパン教室 尾張旭市稲葉町1-43 52-0200 一人一人のお子さんの発達に合わせた療育を保
護者と一緒に行う通園施設です。

フレンズ・ハウス

（サークル・フレンズ）
瀬戸市南山町2-127-2

電話
85-8601
F A X
82-1498

高次脳機能障害者とその家族のグループです。
作品展やバザーを通じて地域とのふれあいを深
めています。

団体名 住 所 電話・FAX 内 容

尾張旭市社会福祉協議会
ボランティアセンター

尾張旭市渋川町3-5-7

電話 51-5535
FAX 51-5543

ボランティア
センター

ボランティアに関する相談やコ
ーディネートなどを行っていま
す。

音訳グループ あけぼの会 視覚障がい者のかたへ印刷情報
等を録音して届けています。

点訳グループ あかね会

小説・取扱説明書・時刻表等、リ
クエストに応じて点訳します。視
覚障がいのご家族をお持ちのか
たで、点訳を体験してみたいかた
の相談に応じます。

要約筆記 ＯＨＰひまわり

聴覚障がい者のかたに筆記通訳
をしています。要約筆記を必要と
されるかたや学びたいかたの相
談に応じます。

手話グループ 手と手の会 手話を通じて聴覚障がい者のか
たへの理解を深めています。

手話サークル あさひ
手話を通じて聴覚障がい者のか

たへの理解を深めています。

尾張旭市身体障害者福祉協

議会

福祉課

電話76-8142

身体障がい者が健康で生きがい

を持って生活できるよう活動す

る当事者団体です。



障害程度別主要事業一覧（制度の概要については掲載ページをご覧ください）

分類

掲載ページ 3 3 3 4 4 4 6 7 8 8 8 9 9 10 10

　　　制度

等級

1 △ 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 △ △

2 △ △ 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 △ △

3 △ △ △ 〇 〇 〇 △ △

4 △ △

5 △ △

6 △ △

2 △ 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 △ △

3 △ △ △ △ △ 〇 〇 〇 △ △

4 △ △

5 △ △

6 △ △

3 △ △ △ 〇 〇 〇 △ △

4 △ △ △ △ △

1 △ 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 △ △

2 △ △ 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 △ △

3 △ △ △ 〇 〇 〇 △ △

4 △ △ △ △ △ △

5 △ △ △ △

6 △ △ △ △

1 △ △ 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 △ △ △

2 △ △ 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 △ △ △

3 △ △ △ △ △ 〇 〇 〇 △ △ △

4 △ △ △ △ △ △ △ △

A △ 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 △ 〇

B △ △ △ 〇 〇 △ 〇

C △ △ 〇

1 △ △ △ △ △ △ 〇 〇 〇

2 △ △ △ △ 〇 〇 〇

3 △ △ △ △ 〇

　○…概ね該当　△…一部該当　空欄…非該当又は判断不能　 　　

手当・年金・扶養共済制度 医療の援助 日常生活の支援

　手帳の種類

特
別
障
害
者
手
当
※

障
害
児
福
祉
手
当
※

在
宅
重
度
障
害
者
手
当
※

重
度
心
身
障
害
児
介
護
手
当
※

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
※

児
童
扶
養
手
当
・
遺
児
手
当
※

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

精
神
障
害
者
医
療
費
（
通
院
・
入
院
）

障
害
者
医
療
費

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
加
入

後
期
高
齢
者
福
祉
医
療
費

補
装
具
費
の
給
付
※

日
常
生
活
用
具
の
給
付

ス
ト
ー
マ
用
装
具
の
保
管

日
常
生
活
自
立
支
援
事
業

視覚障害

聴覚障害

音声・言語・
そしゃく機能障害

肢体不自由

内部障害

療育手帳

精神障害者
保健福祉手帳

身
体
障
害
者
手
帳
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10 10 10 10 11 11 11 12 13 13 22 22 22 23 23 23 23 24 25 27

〇 〇 △ 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 △ 〇

〇 〇 △ 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 △ 〇

〇 〇 △ 〇 〇 △ △ △ 〇 △ 〇

〇 〇 △ 〇 〇 △ △ △ 〇 △ 〇

〇 〇 △ 〇 〇 △ 〇 △ 〇

〇 〇 △ 〇 〇 △ 〇 △ 〇

〇 〇 △ 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 △ 〇

〇 〇 △ 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 △ 〇

〇 〇 △ 〇 〇 △ △ 〇 〇 △ 〇

〇 〇 △ 〇 〇 △ 〇 〇 △ 〇

〇 〇 △ 〇 〇 △ 〇 〇 △ 〇

〇 〇 △ 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 △ △

〇 〇 △ 〇 〇 △ △ 〇 〇 △ △

〇 △ 〇 〇 △ 〇 △ △ △ △ △ 〇 △ 〇 〇 △ 〇

〇 △ 〇 〇 △ 〇 △ △ △ △ △ 〇 △ 〇 〇 △ 〇

〇 △ 〇 〇 △ △ △ △ △ 〇 △ 〇 △ △

〇 △ 〇 〇 △ △ △ △ 〇 〇 △ △

〇 △ 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 △ △

〇 △ 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 △ △

〇 △ 〇 〇 △ 〇 △ △ 〇 〇 △ 〇

〇 △ 〇 〇 △ 〇 △ △ 〇 〇 △ 〇

〇 △ 〇 △ 〇 △ △ 〇 〇 △ △

〇 △ 〇 〇 △ △ 〇 〇 △ △

〇 △ 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 △ 〇

〇 △ 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 △ △

〇 △ 〇 〇 △ 〇 △ △

〇 △ 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇

〇 △ 〇 〇 △ △ 〇 △

〇 △ 〇 〇 △ △ 〇 △

※ 所得などの制限があります。

日常生活の支援 税の控除・減免 住宅の整備 交通・社会生活等の支援

福
祉
資
金
の
貸
付
※

手
話
通
訳
者
・
要
約
筆
記
者
の
派
遣

声
の
広
報
の
発
行

あ
さ
ひ
訪
問
収
集

紙
お
む
つ
の
給
付
（
社
会
福
祉
協
議
会
）

家
具
転
倒
防
止
支
援
事
業

日
常
生
活
支
援
券
の
支
給
※

　

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

税
の
控
除
・
減
免

軽
自
動
車
税

(

種
別
割
）
の
減
免

住
宅
改
修
費
の
給
付

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
整
備
事
業
費
補
助

福
祉
向
け
県
営
住
宅
へ
の
入
居

自
動
車
改
造
費
の
助
成
※

自
動
車
運
転
免
許
取
得
費
※

移
送
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
助
成

タ
ク
シ
ー
料
金
の
助
成

市
営
バ
ス
「
あ
さ
ぴ
ー
号
」
無
料
乗
車

有
料
道
路
通
行
料
の
割
引

N
H
K
受
信
料
の
免
除
※
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【お問い合わせ一覧】

施設・事業所名 住 所 電話 ＦＡＸ

尾張旭市役所

尾張旭市福祉事務所

（福祉課障がい福祉係）

尾張旭市
東大道町原田2600-1 76-8142 52-3749

尾張旭市障がい者

基幹相談支援センター

尾張旭市
東大道町原田2600-1
（市役所 内）

76-8140 53-2280

尾張旭市社会福祉協議会
尾張旭市
新居町明才切57
（保健福祉センター1階）

54-4540 51-1880

愛知県中央児童

・障害者相談センター
名古屋市中区三の丸2-6-1 052-961-7253 052-950-2355

愛知県守山警察署 名古屋市守山区脇田町401 052-798-0110 052-798-3805

東尾張県税事務所

（県税）
春日井市鳥居松町3-65 0568-81-3139 0568-84-6563

名古屋東部県税事務所

（県税）

名古屋市中区新栄町2-9

（スカイオアシス栄内）
052-953-7865 052-953-7722

尾張瀬戸税務署

（国税）
瀬戸市熊野町76-1 82-4111 ―

ハローワーク瀬戸

（瀬戸公共職業安定所）
瀬戸市東長根町86 82-5123 83-8226

瀬戸保健所 瀬戸市見付町38-1 82-2196 82-9188

瀬戸・尾張旭

消防指令センター
瀬戸市苗場町101 85-1119 85-0441
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【ＭＥＭＯ】


